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１．公募の趣旨 

江東区（以下「区」という。）では、江東区長期計画における施策「障害者支援と共生社会の実

現」のなかで「障害者施設の整備・充実」を取組方針のひとつとし、地域における基盤整備を進め

ています。 

この度、障害者の自立を支援し、「親亡き後」も地域で安心して心豊かに暮らせる環境づくりの

ひとつとして、障害者グループホームを整備することとしました。 

今回の公募は、福祉インフラ整備事業に係る都有地等の区市町村貸付けに伴う実施要綱（障

害）（平成２９年３月２１日付２８福保障計第１８８４号）（以下「実施要綱」という。）に基づき、東京都

（以下「都」という。）が所有する土地（以下「都有地」という。）を区が借り受け、事業者に転貸し、

事業者自らが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法

律第 123 号、以下「法」という）第 5 条各項に規定する障害福祉サービスを整備し、質の高い福

祉サービスを継続的に提供する事業者を募集するものです。 

区から土地を借り受ける転借者の決定は、プロポーザル（提案）方式により、この要項に定め

る応募資格を満たす事業者から、施設整備や運営についての具体的な提案を行っていただき、

書類審査、現地視察及びヒアリングなどの結果等を総合的に評価した上で行います。 

2．公募施設及び規模等 

本事業は、都から区が借り受けた土地を、区から事業者へ転貸し、転借者が自ら施設を建

設し、運営していただくものです。施設の竣工は令和７年度とし、開設は令和８年４月を予定し

ています。ただし、不測の事態等により工期に影響が生じる場合は、別途、区と転借者で協議

を行うこととします。 

なお、本施設は、Up to You 塩浜 Living 及び江東区リバーハウス東砂（以下「入所施設

等」という。）の地域移行先の一つに位置付けます。 

 

１ 事業内容及び規模 

（１）主たる対象を知的障害者とする共同生活援助（法第 5 条第 17 項に規定する「共同生活援

助」） 

①概要 

サービス形態を日中サービス支援型とします。 

②対象者 

・共同生活援助の支給決定を受けている行動障害のある重度の知的障害者や身体・知的

障害の重複障害者等で、主に障害支援区分 5～6 程度の者。 

・入所施設等利用者の地域移行先の一つと位置付けているため、可能な範囲で、入所施設

等利用者の申し込みを優先とすること。 

・65 歳以上の者については、障害特有の支援を受ける必要性が認められる者に限ります。 

③定員：20 名（医療的ケアを要する重度の障害者を対象としたユニットを設けること） 

（２）短期入所（法第 5 条第 8 項に規定する「短期入所」） 
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①概要 

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、一時的に家庭における介護

が困難となった時に、短期間、夜間も含め入浴、排せつ又は食事の介護等を行うもの。 

②対象者 

短期入所の支給決定を受けている障害者（児）等 

③定員：５名程度 

④その他 

・併設型とすること。 

・定員のうち１床を緊急対応用として確保すること。 

・地域生活支援拠点としての体験の場となる機会を設けること。 

（３）自由提案による併設施設等 

上記（１）及び（２）以外で、実施要綱の範囲内であれば、自由提案による施設等を併設する

ことも可能です。ただし、以下の点にご留意ください。 

①都及び区からの補助は、「8．補助制度」で記載されている補助制度以外は見込まないこ

と。 

②転借者が併設施設等の整備及び運営を行うこと。 

③自由提案による併設施設等と短期入所を合計した延床面積が、障害者グループホームの

延床面積を超えない規模のものであること。 

④施設の竣工及び開設時期に影響を及ぼさないものであること。 

⑤提案する内容については、上記（１）及び（２）の施設を含め、安定した経営が見込めるもの

であること。 

⑥提案内容に応じて公的機関関係部署その他必要な機関を確認し、了解を得た上で計画

すること。 

（４）その他 

上記（１）～（３）における整備に関しては、応募事業者はそれぞれ関係する法令の規定に基

づく施設基準を満たすとともに、「6．施設整備条件」及び「7．運営条件」を満たすことが必要で

す。 

3．応募資格 

応募事業者は、以下の資格要件を全て満たす法人であることが必要です。 

なお、同一の応募事業者が複数の提案を行うこと及び複数法人による共同応募は認めませ

ん。 

１ 事業実績 

令和 5 年 4 月 1 日現在、法第 5 条に規定する障害福祉サービスのうち、施設入所支援又

は共同生活援助について、１年以上運営・サービス提供をしている社会福祉法人とします。新

たに社会福祉法人を設立しての応募はできません。 
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 ２ 財務状況 

（１）令和 4 年度末時点において、施設整備資金のほか、年間事業費（予算額）の１２分の２以上

の運営費が確保されていること。（金融機関からの借入金は認めません。）なお、応募事業

者が行っている既存事業についても、その運営資金が確保されている必要があります。ま

た、転借者として決定した場合は、令和 5 年度末時点においても、同様に運営費の確保が

されている必要があります。 

（２）法人全体の経営状態が良好であること。過去３年間（令和４年度、令和３年度及び令和２

年度）の決算状況が営業活動(通常の事業運営)に基づく赤字である場合は、原則認めら

れません。 

（３）法人全体の財務状況で令和４年度決算において債務超過を生じていないこと。 

※ 法人創設・施設開設など上記（２）に特殊な事情がある法人は、理由により欠格事項に

該当しないと判断する場合があります。 

 

３ 欠格事項 

法人又はその代表者が次の各号のいずれにも該当しないこと。 

（１）民法（明治 29 年法律第 89 号）上の行為能力を有しない者 

（２）破産者で復権を得ない者 

（３）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 2 項（同項を準用する場

合を含む）の規定により本区における一般競争入札等の参加を制限されている者 

（４）地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の 2 第 11 項の規定による指定の取り

消しを受けたことがある者 

（５）国税及び地方税を滞納している者 

（６）江東区契約事務規則（昭和３９年江東区規則第１１号）に基づく出入禁止又は江東区競争

入札参加有資格者指名停止措置要綱（平成２８年３月３１日付２７江総経第３２８１号）に基

づく指名停止（指名保留）期間中でないこと。 

(７)江東区契約における暴力団等排除措置要綱（平成２３年６月２３日付２３江総経第７０７号）

に基づく入札等除外措置を受けていないこと。 

（8）東京都暴力団排除条例（平成 23 年 3 月 18 日条例第 54 号）第 2 条第 2 号に規定する

暴力団、暴力団員又は暴力関係者でないこと。 

（9）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号） 

に基づき更生又は再生手続きをしている法人 

（10）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第１４７号）第 8

条第２項第１号に掲げる処分を受けている団体に所属し、又は関与している者 

４ その他 

(1)既存の事業所において、都道府県又は区市町村が実施した指導検査等による指摘事項がな

い、又は改善済みであること。 

(2)事業者説明会に参加していること。 

説明会開催日時：令和５年 10 月 5 日（木曜日）午後 2 時 （1 時間程度） 
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場所：江東区文化センター６階第５会議室 

（江東区東陽四丁目１１番３号 江東区役所隣） 

※ 参加を希望される事業者は、「事業者説明会参加申込書」（21 ページ）に必要事項を記

入の上、江東区障害福祉部障害者施策課施設整備担当あて、同年 10 月 4 日（水曜日）

正午までに、電子メールでお申し込みください。電子メール送信後、必ず受信確認の電

話をしてください（午前９時から午後５時まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除

く。）。 

※ 申込先 

江東区 障害福祉部 障害者施策課 施設整備担当 

e-mail： seibitan@city.koto.lg.jp 

電話：03－3647－9716（直通） 

※ この説明会で、公募要項及び様式以外で応募申込に必要な書類を配付します。 

4.貸付予定地 

（１）所在地 

①地番 東京都江東区牡丹３丁目３２番３ 

②住居表示 東京都江東区牡丹３丁目２５番６ 

③現況  更地 

④位置図 

 

貸付予定地 

mailto:seibitan@city.koto.lg.jp
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（２）建築上の法規制等 

①敷地面積： 811.38 ㎡（地積測量図（別紙 1）参照） 

②用途地域等 

用途地域 準工業地域 

防火地域 準防火地域 

建ぺい率 60％ 

容 積 率 300％ 

高度地区 第三種高度地区 

日影規制 ５ｈ-３ｈ（測定面４ｍ） 

接道 北側区道(幅員 6ｍ) 

③計画道路 

計画道路はありません。 

④地区計画 

地区計画はありません。 

⑤都市計画公園 

都市計画公園の予定地ではありません。 

⑥埋蔵文化財 

貸付予定地は、埋蔵文化財包蔵地ではありません。 

また、行政指導の対象にも含まれていません。 

ただし、工事中などに遺構・遺物が発見された場合には、文化財保護法第９６条第１項によ

り届出が義務付けられていますので、ただちに区地域振興部文化観光課へ連絡してくださ

い。 

⑦その他関係法令等 

建築基準法・消防法その他関係法令等を十分確認し、担当部署と協議してください。 

（３）接道状況 

北側区道（幅員：6.00m） 

※ 南側は、河川区域が設定されています。「（７）その他留意事項」をご参照ください。 

（４）アクセス 

《電車》 

○東京メトロ東西線「木場駅」下車：徒歩８分 

○東京メトロ東西線・都営大江戸線「門前仲町駅」下車：徒歩８分 

《バス》 

都バス都０７ 東 20 東 22「富岡一丁目」下車：徒歩 5 分 

（５）所在地域の特性 

貸付予定地は、西側の集合住宅と東側の民家に挟まれた土地です。 

また、近隣には、古石場川親水公園、古石場長寿サポートセンター、古石場文化センター、古

石場図書館、平久小学校があります。 

（６）現地の見学 

フェンスで囲まれているため、敷地内へ入ることはできませんが、現況を確認することはでき
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ます。敷地外からご覧になる場合は、近隣の住民に迷惑とならないよう、配慮してください。ま

た、路上駐車や多人数での見学はご遠慮ください。 

（７）その他留意事項 

①従前の土地利用 

従前の土地は、令和元年まで、知的障害者向けの宿泊型自立訓練施設「江東通勤寮」と

して利用されていました。 

②図面等の閲覧 

江東通勤寮を解体・撤去した際の図面等を確認することができます。（別紙１・2 参照） 

③河川区域 

敷地南側には河川区域が設定されています。護岸が、地中も含め越境しており、撤去する

ことはできません。護岸図や近隣建物等を参考に、建物の配置や規模をご検討ください。ま

た、掘削により地中で護岸部分に該当した場合及び河川区域確定のために測量を行う場合、

その費用は転借者の負担となりますのでご注意ください。 

④地中残置物 

敷地の地中の一部に従前の建物に付随する杭が１本残置されていることを確認しておりま

す（別紙 2 参照）。杭の撤去を行う場合は、転借者の負担により行っていただきます。 

⑤地中埋設物等 

地中埋設物又は土壌汚染等が判明した場合の処理費用は、転借者の負担となります。 

⑥油含有土 

油分のある土壌が一部のエリアに存在しています（別紙 2 参照）。油分を含む土壌につい

ては、原則、搬出を要しない整備計画を検討してください。処理や搬出にかかる費用が発生

した場合は、転借者の負担となります。 

5．土地貸付料等 

１ 貸付条件等 

選定事業者は、以下の条件により区と借地借家法（平成３年法律第９０条）第２２条に規定する

定期借地権の設定を目的とする土地賃貸借契約を締結するものとします。 

（１）貸付期間 

50 年。 

（２）貸付開始時期 

転借者として決定後、契約を締結し、貸付けを開始します。なお、当該施設の建設にあたっ

て、施設整備費の補助を利用する場合には、契約締結前に補助決定の内示を得ていることが

必要になります。 

（３）貸付料 

土地賃貸借契約の締結時点において、正式な貸付料を決めることになります。事業計画作

成にあたっての参考額は、公募説明会にて情報提供いたします。 

（４）保証金 

貸付料の 30 か月分(利息を付さないものとします。)。 
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なお、「(11)貸付料の見直し」により、貸付料が増額改定された場合には、改定後の貸付料

を基に新たな保証金を算出し、既納の保証金との差額を追加で納付していただきます。 

（５）支払方法 

①保証金 

区が別途指定する日までに支払うこととします。 

②貸付料 

区が発行する納入通知書により、四半期ごとに支払うものとします。貸付料の起算日は、

契約により定めます。起算日が月の途中になった場合には、その月の貸付料は、日割り計算

によって算出します。なお、貸付料の支払が遅れた場合には、江東区使用料その他収入金の

督促及び滞納処分に関する条例第４条の規定により計算された額の延滞金を徴収します。 

（６）借地権の登記 

借地権の設定登記はできません。 

（７）用途の指定 

転借者は、当該都有地を「2．公募施設及び規模等」に定める障害福祉施設用地として使用

しなければなりません。 

なお、区の承諾なく目的外に利用した場合及び第三者に転貸した場合は、借受地を原状回

復の上、返還していただきます。 

（８）施設整備 

当該都有地で事業を行うために必要な施設、設備等は、転借者の負担で設置していただき

ます。 

施設整備費の補助を利用する場合には、別途都及び区への補助協議が必要になります。法

令、補助要綱等をよく読み、整備基準に適合した設計を行ってください。 

なお、転借者としての決定が補助内示を保証するものではありませんのでご注意ください。 

（９）維持管理 

施設、設備等の維持管理に係る費用は転借者が負担することになります。 

なお、造成、施設の整備及び土地の維持管理に伴い第三者に与えた損害については、転借

者が一切の責を負い、迅速かつ誠実に対応するとともに、係る費用を全額自己負担していた

だきます。 

（10）土地の返還 

貸付期間満了のとき又は区により土地賃貸借契約が解除されたときは、転借者の負担によ

り借受地に存する施設、設備等の撤去等を直ちに行い、借受地を原状回復させ、返還すること

になります。なお、本事業で、転借者は、契約期間満了時の建物買取請求権を行使できないこ

ととします。 

（11）貸付料の見直し 

区は、貸付料について、契約期間の初日からその満了日までの期間につき、３年ごとに改定

できるものとします。 

なお、改定賃料は、賃料改定年の前年の年平均の総務省統計局発表の消費者物価指数と

従前の賃料決定時の前年の年平均の総務省統計局発表の消費者物価指数により算出するも

のとします。 
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また、上記にかかわらず、賃料が土地価格の変動により近隣の土地の貸付料と比較して著

しく不相応となった場合又は都において貸付対象施設に関する補助制度の変更等の状況の変

化があった場合には、区は貸付料を改定することがあります。 

（12）その他 

契約の解除その他の事項については、区が定める契約書によります。 

6．施設整備条件 

施設の整備については、それぞれ該当する以下の関係法令及び留意事項等を遵守していた

だきます。特に、「2 施設建築上の留意事項」に記載されている規制に留意し、その定めに従うと

ともに近隣に与える影響も十分配慮してください。 

また、国、都及び区等から指導があった場合も同様とします。 

なお、施設整備に関する補助制度の利用を予定する場合には、それぞれの補助基準・条件に

合致した計画・設計であることが必要です（「8．補助制度」参照）。 

 

１ 遵守すべき法令等 

障害者グループホーム等の整備にあたり、以下の法令、条例及び関連規程等の基準を満た

してください。なお、ここに掲げる法令、条例及び関連規程等が全てではないためご注意くださ

い。 

（１）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123

号) 

（２）労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)及び関係法令 

(3)都市計画法（昭和４３年法律第１００号）及び関係法令 

（4）建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）及び関係法令 

（5）消防法（昭和２３年法律第１８６号）及び関係法令 

（6）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）（平成１８年

法律第９１号）及び関係法令 

(7)障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成 23 年法律第 79

号) 

(8)障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号) 

（9）文化財保護法(昭和２５年法律第２１４号) 

（10）高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例（平成１５年東京都条例第

１５５号） 

（11）東京都福祉のまちづくり条例（平成７年東京都条例第３３号） 

(12)東京都景観条例(平成 18 年東京都条例第 136 号) 

(13)東京における自然の保護と回復に関する条例(平成 12 年東京都条例第 216 号) 

（14）東京都建築安全条例（昭和２５年東京都条例第８９号）および関係法令 

（１5）火災予防条例（東京都）（昭和３７年東京都条例第６５号） 

（１6）東京都駐車場条例（昭和 33 年東京都条例第 77 号） 
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（17）江東区都市景観条例（平成２０年江東区条例第３４号） 

（18）江東区みどりの条例（平成１１年江東区条例第３６号） 

(19)東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平

成 24 年東京都条例第 155 号) 

(20)東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行

規則(平成 24 年東京都規則第 175 号) 

（21）その他、建築確認申請等に伴い必要な法令および条例等の手続き 

 

２ 施設建築上の留意事項 

（１）設備基準等 

①居室は、全室個室またはユニット（小規模生活単位）型であること。地階への設置は不可と

し、収納設備、避難口、寝台設備、ブザー又はこれに代わる設備を設置すること。また、利

用者の特性に応じたものとすること。 

②ユニットのうち最低 1 つは医療的ケアを要する重度障害者を対象とし、建物は、車椅子対

応のバリアフリーとするなど、医療的ケアが必要な障害者に適した構造とすること。 

③医療的ケアを要する重度障害者への支援に関して、停電等の非常時に備えるため、非常

用自家発電機等を設置すること。 

④避難対策のため、各居室に面したバルコニーを設置し、避難階段に接続させること。 

⑤避難路が 2 方向確保できるようにすること。 

⑥便所及び洗面設備は、居室がある階ごとに設置するとともに、男女別に設けること。また、

利用者の特性に応じたものとすること。 

⑦浴室は、機械浴を 1 ヶ所以上設置すること。また、利用者の特性に応じたものとすること。 

⑧送迎用の駐車スペース及び入居者等が利用する駐輪場について、計画地内に十分なス

ペースを設けること。 

⑨障害者グループホーム等の出入口の位置、形状については、利用者の出入りに支障がな

いよう十分配慮をすること。 

⑩本要領に定める「2．公募施設及び規模等」の条件を満たした設計とすること。 

（２）建物の外観 

施設の建物及び外構のデザイン等については、周辺地域と調和したこの地区にふさわしい

ものとしてください。 

（３）浸水被害防止対策 

貸付予定地は、浸水想定区域に指定されています。 

そのため、施設整備にあたっては、安全確保や避難に係る設計上の工夫や設備の設置等の

対策を講じていただく必要があります。 

（４）防災関係設備 

防火設備の設置に関する東京消防庁の指導を遵守してください。 

また、消防法令上の設置義務が無い施設であっても、自動火災報知設備、消防機関へ通報

する火災報知設備及びスプリンクラー設備の消防用設備を設置してください。 

（５）地域住民への対応 
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施設建設にあたっては、転借者決定後、事業計画等について地域住民に対し十分な説明を

行うとともに、理解を得た上で計画を進めてください。なお、貸付予定地の隣地に対する日照、

近隣に対する声や音漏れ等の影響について十分に配慮をしてください。また、運営においてバ

ス(マイクロバス程度)の使用が想定される場合、敷地内にバスの乗降が可能なスペースを設

け、貸付予定地の接する道路を通行する車両の妨げにならないよう配慮してください。 

建設工事に伴う振動・騒音・安全等の対策のほか、地域住民からの苦情・要望に十分に対応

できる事業計画を作成し、施工にあたっては、事前の説明とともに、工事期間中も苦情・要望

があった際は、迅速かつ誠実に対応してください。 

ただし、本公募による転借者として選定されるまでは、区が主催する場所以外で、個別に地

域住民に対する説明や調整等は行わないでください。 

（６）建築確認申請 

区都市整備部建築課又は民間審査機関へ申請してください。 

（７）着工時期 

施設整備に関する補助制度を利用する場合は、令和 6 年度補助内示後、令和６年度中に着

工し、令和 7 年度末までに竣工することが必要です。 

（８）原状回復 

本事業終了後、契約終了日までに原状回復するものとし、その際、関係法令を遵守し区や

関係各署の指示に従い、誠実に対応してください。 

（９）建築等に関する行政機関への協議および届出等 

予め区建築課および管轄の消防署等の関係部署に相談し、その指導に従って下さい。また、

建築基準法以外の関係条例等については、区関係部署へ事前に相談して下さい。 

（１０）施設の名称 

施設の名称については、区と協議していただくこととします。 

（１１）その他 

① 転借者は、施設整備のため必要に応じて土地の測量、地質調査等を自己の責任及び費

用において行ってください。 

② 工事車両の通行に際しては、十分な安全対策を講じるとともに、砂埃や騒音についても

近隣への影響を最小限に抑える対策を講じてください。 

③地球温暖化対策を積極的に推進するため、緑化など環境に配慮した設計内容や工事内

容、省エネルギー・省資源などエコ活動への取組みなどに努めてください。 

7．運営条件 

１ 一般運営事項について 

（１）運営は、障害福祉関係法令等を遵守し、障害福祉サービス事業者として指定を受ける必

要があります。 

（２）職員を確保・育成するなど開設準備を進め、開設当初から利用定員を受け入れる体制を

構築していただきます。 

（３）東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成
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24 年東京都条例第 155 号）及び同条例施行規則（平成 24 年東京都規則第 175 号）に規

定する基準以上の職員を配置する必要があります。 

 

２ 区独自の運営事項について 

（１）基本協定の締結 

転借者決定後、提案された事業を確実に実施していただくために、区と転借者との間で協定

書を締結することになります。 

（２）事業実施期間 

貸付期間満了まで継続して事業を実施していただきます。 

やむを得ない事情により事業を中止する場合は、区と協議の上、転借者の責任で後任事業

者を選定し、引継ぎを行うこととします。 

（3）医療的ケア 

整備するユニットのうち最低 1 つは医療的ケアを要する重度障害者を対象とし、積極的な受

け入れを行ってください。そのうえで、次のことに留意の上、運営を行ってください。 

①常時医療的ケアが必要な障害者が入居していること。 

②看護師等、医療的ケアを行う職員について、医療的ケアが必要な障害者がいる時間帯は常

時 1 名以上配置していること。 

③医療的ケアが必要な障害者の入院期間中(入院後 3 か月以内に限る。)は、看護師等が原

則、週に 1 回以上病院又は診療所を訪問し、連絡調整を行うこと。 

④近隣の訪問看護事業者等との連携により、緊急時の医療体制の確保を図ること。 

⑤医療的ケアの内容は、本区指定管理施設における内容に準拠すること。 

〇指定管理者施設における医療的ケアの内容 

・経鼻咽頭エアウェイの管理 

・気管カニューレ（切開部）の衛生管理 

・吸引（口腔内・鼻腔内・気管内） 

・酸素吸入・管理 

・薬液の吸入 

・既留置の管による栄養、薬剤及び水分の注入 

・胃瘻部の管理 

・インシュリン注射（ポンプ療法も含む） 

・血糖値測定 

・導尿 

・その他、利用者に必要な医療行為 

(４)利用者は、可能な範囲で、江東区民を優先してください。なお、本施設は、入所施設等の

地域移行先の一つとなりますので、可能な範囲で、積極的な受け入れを行ってください。 

（５）避難体制の強化 

貸付予定地は、浸水想定区域に指定されています。水防法に基づき、水害時における避難

確保計画の策定と区への提出、避難訓練の実施が義務付けられています。 

（６）地域住民への対応 
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施設の運営にあたっては、近隣住民に対し十分な説明を行い、要望に対して、誠実に対応し

てください。 

また、日常的に地域と交流を図るなど、近隣住民等との良好な関係の構築・保持に努め、地

域との連携の取れた施設運営を行うとともに、地域福祉向上に貢献できる運営を行ってくださ

い。 

（7）その他 

①利用者が負担すべき額を軽減するための配慮をすること。 

②東京都福祉サービス第三者評価を 3 年ごとに受審すること。 

③管理運営上必要となる物品やサービス調達については、区内業者を積極的に活用するこ

と。また、区民の雇用にも配慮すること。 

④区における地域防災に協力すること。 

8．補助制度 

１ 整備費補助 

本公募事業が適用される令和６年度以降の補助内容は決まっておりません。都の補助制度

は、参考として、令和 5 年度の補助基準額を基にお示しします。区の補助制度は、正式な決定

は予算編成や区議会の議決後となるため、現時点では実際の交付を保証するものではありま

せん。また、事業計画作成にあたっては、以下の基準額を参考にしてください。ただし、実際の

交付を保証するものではありません。 

なお、転借者としての決定が補助内示を保証するものではありません。別途、補助協議によ

る審査が必要です。特に財務状況については、補助協議時点の直近までの決算書で審査しま

すので、ご注意ください。 

 

（１）障害者通所施設等整備費補助（都補助制度） 

令和６～７年度の障害者施設整備費補助を前提とした計画として、都へ補助協議を行うこと

となります。補助協議は、令和６年度の第 1 期協議に間に合うように、協議書類等をご準備くだ

さい。 

なお、補助協議に際しては、別途、都が定める「障害者通所施設等整備費補助事業対象法

人審査基準」及び「障害者通所施設設備審査基準」に適合する必要があります。 

また、都への補助協議にあたっては、事前に別途、区と補助協議を行う必要があります。 
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補助基準額 

(ア)共同生活援助 

（１ユニットあたり・定員 4 人以上）       単位：千円 

整備メニュー 都補助基準額 補助率 

施設整備（120 ㎡以上） 35,200 

7/8 

消防設備（６項ロ） 4,500 

重度化等対応設備 6,600 

防犯設備 600 

設備整備 1,100 

※ 補助対象経費の実支出額から寄付金等の収入額を控除した額と都補助基準額とを

比較していずれか少ないほうの額に補助率を乗じた額が補助額の上限になります。 

※ 都補助基準額は変動する可能性があります。 

 

(イ)短期入所                    単位：千円 

整備メニュー 都補助基準額 補助率 

施設整備 4,510(1 床あたり) 

7/8 

消防設備（６項ロ） 675(1 床あたり) 

重度化等対応設備 1,000(1 床あたり) 

防犯設備 600 

設備整備 1,100 

※ 補助対象経費の実支出額から寄付金等の収入額を控除した額と都補助基準額とを

比較していずれか少ないほうの額に補助率を乗じた額が補助額の上限になります。 

※ 都補助基準額は変動する可能性があります。 

 

(ウ)補助協議等スケジュール（予定） 

 

令和 6 年 5 月 事業計画書提出 

 6 月 補助協議書提出 

 8 月 補助内示 

 8 月以降 土地貸付契約締結 

  施設整備事業に係る入札 

  工事請負契約締結・着工 

 

※ 「東京都障害者通所施設等整備費補助」の関係規定・書式は、以下の URL よりご確認いた

だけます。 

https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=095-009 

https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=095-009
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（２）障害者グループホーム整備費補助（区補助制度） 

補助協議に際しては、別途、区が定める「江東区障害者グループホーム整備費補助要綱」等

に適合する必要があります。なお、区補助制度を利用する場合は、「8．補助制度（１）障害者通

所施設等整備費補助（都補助制度）」の都補助制度の補助対象となることが条件となります。 

補助基準額 

共同生活援助 

（１ユニットあたり）                  単位：千円 

整備メニュー 区補助基準額 補助率 

施設整備費補助（120 ㎡以上） 15,000 

１０/１０ 

日中サービス支援型対応整備補助 10,000 

※ 補助対象経費の実支出額から都補助金等の交付額及び寄付金等の収入額を控除し

た額と区補助基準額とを比較していずれか少ないほうの額に補助率を乗じた額が補

助額の上限になります。 

※ 「日中サービス支援型対応整備補助」による補助は、重度化等対応設備を整備し、か

つ日中サービス支援型を実施する場合に限ります。 

※ 基準額は変動する可能性があります。 

 

２ 施設運営費補助(区補助制度) 

国、都の関連法令による人員基準を超える人員配置等、以下の経費等を対象に区における

運営費補助を行います。補助制度を利用するにあたっては、運営に関して法人としての必要な

額及び算定根拠を提示する必要があります。 

（１）医療的ケア実施体制に係る経費 

（２）短期入所緊急対応実施体制に係る経費 

9．質疑及び回答 

本要項に関する質問及び回答は、次により行います。 

（１）質疑者の資格 

令和５年１０月 5 日（木曜日）に開催する事前説明会に参加した事業者とします。 

（２）必要事項及び質疑の内容を別添「質問票」（22 ページ参照）に記載の上、電子メールによ

り（３）②の送付先に送付するとともに、必ず電話にて到達確認をしてください。これ以外の

方法（電話、訪問等）による質問には応じられません。 

なお、質問票は、質問事項１件ごとに作成してください（１通の質問票に複数の質問事項を記

載しないようにしてください。）。 
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（３）受付期間及び送付先 

① 受付期間 

令和５年 10 月 10 日（火曜日）から同月 13 日（金曜日）まで 

※ 10 月 13 日（金曜日）午後５時までに受信したものを有効とします。 

※ 必ず電話にて到達確認をしてください（午前９時から午後５時まで）。② 送付先 

江東区 障害福祉部 障害者施策課 施設整備担当 

e-mail：seibitan@city.koto.lg.jp 

電話：03－3647－9716（直通） 

（４）回答の方法 

令和５年 10 月下旬を目途に、全ての質疑回答書を区公式ホームページに掲載します。質疑

回答書は、この要項と一体のものとして、この要項と同等の効力を有するものとします。 

10．応募申込書類の提出 

本公募への申込みを希望する事業者は、次により応募申込書類を提出してください。 

区に次に掲げる（１）の書類を提出した事業者を応募申込者とします。 

 

（１）提出書類 

① 応募申込書 様式１ 

② 担当者連絡先 様式２ 

③ 法人定款（最新のもの） 

④ 法人登記事項証明書（全部事項証明、応募申込前３か月以内に発行されたもの） 

⑤ 法人代表者の印鑑証明書（応募申込前３か月以内に発行されたもの） 

⑥ 法人の沿革・概要（パンフレット可） 様式３ 

⑦ 事業所一覧 様式４ 

⑧ 理事会役員名簿 様式５ 

⑨ 代表者の経歴書 

⑩ 法人運営に関する基本的な考え方・理念 様式６ 

⑪ 現在、実施している全ての施設に関する資料 

（特色及び事業概要等、パンフレット可） 

⑫ 既存運営施設の指導検査結果、改善報告書（過去 3 か年） 

⑬ 既存運営施設の第三者評価「改善すべき事項」（過去 3 か年） 

⑭ 決算書（令和２年度から令和４年度） 

法人全体（総括）の貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書、財産目録を提

出すること。 

また、令和４年度の決算書については、本計画の自己資金としてどの資金を充当するか該

当箇所をマーキングし、注書きすること。 

なお、応募申込書類提出時点に、令和４年度決算が確定していない場合は、転借申請書

類提出日までに令和４年度の決算書を提出すること。 

mailto:seibitan@city.koto.lg.jp
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⑮ 納税証明書（令和２年度から令和４年度） 

※ 法人税、消費税、法人地方税・事業税について提出すること。 

⑯ 宣誓書 参考様式 1 

（２）提出部数・綴り方 

① 正本２部 

ファイル（Ａ４・縦型・左綴じ）で綴り、表紙及び背表紙にタイトル・法人名を記入し、各書類

番号（23 ページを参照）を記載したインデックスを付して提出してください。 

② 副本 9 部 

ファイルの表紙を含めて全ての書類に法人が特定できる名称、ロゴマーク等は一切使用

しないでください。 

ファイル（Ａ４・縦型・左綴じ）で綴り、各書類番号（23 ページを参照）を記載したインデック

スを付して提出してください。 

また、決算書類等に法人の名称が記載されている書類については、黒マジック等で名称

部分を塗抹してください。 

（３）提出日時及び提出場所 

① 提出日時 

令和５年 10 月 31 日（火曜日）から 11 月 2 日（木曜日）まで 

午前９時から午後５時まで 

※ 提出に際しては、電話予約の上、御来庁ください。 

② 提出場所 

東京都江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区 障害福祉部 障害者施策課 施設整備担当 

江東区防災センター２階１７番窓口 

電話：03－3647－9716（直通） 

11．転借申請書類の提出 

応募申込者は、次により転借申請書類を提出してください。区にこれらの書類を提出した事業

者を応募者とします。所定の期間内に申請書類が提出されなかった場合には、応募を辞退した

ものとみなします。 

なお、提出締切日を過ぎてからの計画内容の変更は受け付けません。 

（１）提出書類 

① 都有地等転借申請書 様式 7 

② 事業計画 

ア 事業計画概要 様式 8 

  ・別紙、他計画の事業概要（様式自由、他に計画がある場合） 

イ 施設長予定者の経歴書及び資格証（写し） 

ウ 事業参入理由書 様式 9 

エ 障害者グループホーム等の整備運営に関する提案内容（法人に関する項目） 
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 様式 10－1 

オ 障害者グループホーム等の整備運営に関する提案内容（事業運営に関する項目） 

 様式 10－2 

カ 障害者グループホーム等の整備運営に関する提案内容（整備に関する項目） 

 様式 10－3 

キ 事業費・資金調達内訳等一覧表 様式１1 

ク 初期総投資額の積算根拠 様式１2 

ケ 収支見込シミュレーション 様式１3 

コ 収支見込シミュレーション・積算根拠（収入） 様式１4－1 

サ 収支見込シミュレーション・積算根拠（人件費） 様式１4－2 

シ 収支見込シミュレーション・算定根拠（居住費等） 様式 14－3 

ス 事務費及び事業費の算定根拠 様式 15 

セ 施設運営費補助企画書 参考様式 2 

ソ 職員配置計画書 様式 16－1 

タ ローテーション表 様式 16－2 

③ 図面等 

ア 建設設計図面上での考え方について 様式 17 

イ 建物図面（配置図・各階平面図・立面図） Ａ３版 

ウ 室別面積表（事業別・階層別・共用面積算出表） 様式 18 

④ 詳細計画 

ア 開設までのスケジュール 様式 19 

イ 工事見積書 

ウ 初度備品見積書 

エ 事業費内訳・按分表 様式 20 

オ 借入金償還計画等一覧表 様式２1 

カ 建築・消防所管部署との相談経緯報告書 様式２2 

⑤ 預金残高証明書 

預金残高証明書（「事業費・資金調達内訳等一覧表」の自己資金が確認できる口座分（令

和５年 9 月末現在）） 

※ 複数口座の場合は、別紙「預金残高一覧表」を提出してください。 

⑥ 寄附者に関する書類（※該当がある場合のみ） 

ア 寄附者一覧 様式２3 

イ 贈与契約書（写） 参考様式 3 

ウ 寄附者の印鑑証明書 

エ 寄附者の預金残高証明書（寄付予定額が確認できる口座分（令和５年９月末現在）） 

※ 複数口座の場合は、別紙「預金残高一覧表」を提出してください。 
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⑦ その他 

ア 既存運営施設の職員離職率及び改善策（過去 3 か年） 様式 24 

イ 既存運営施設の運営推進会議の実施状況・研修参加状況（過去 3 か年） 

 任意様式 

※ 運営実績がない場合は、研修計画を提出 

（２）提出部数・綴り方 

① 正本２部 

ファイル（Ａ４・縦型・左綴じ）で綴り、表紙及び背表紙にタイトル・法人名を記入し、各書類

番号（２4 ページを参照）を記載したインデックスを付して提出してください。 

② 副本 9 部 

ファイルの表紙を含めて全ての書類に法人が特定できる名称、ロゴマーク等は一切使用

しないでください。ファイル（Ａ４・縦型・左綴じ）で綴り、各書類番号（２4 ページを参照）を記

載したインデックスを付して提出してください。 

③ ＣＤ―ＲＯＭ２枚 

提出書類のうち、所定様式のものについては、紙媒体のほかに電子データもＣＤ－ＲＯＭ

に保存して提出してください。 

（３）提出日時及び提出場所 

① 提出日時 

令和５年 11 月 28 日（火曜日）から同月 30 日（木曜日）まで 

午前９時から午後５時まで 

※提出に際しては、電話予約の上、御来庁ください。 

② 提出場所 

東京都江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区 障害福祉部 障害者施策課 施設整備担当 

江東区防災センター２階１７番窓口 

電話：03－3647－9716（直通） 

12．書類作成上の留意点（上記 10 及び１1 について） 

（１）追加書類の提出・ヒアリングの実施 

区が必要と認める場合は、追加書類の提出を求め、又はプレゼンテーション・ヒアリング、現

地視察を実施することがあります。 

（２）提出書類（応募申込書類及び転借申請書類）の取扱い 

応募申込書類及び転借申請書類の著作権は、応募申込者及び応募者に帰属します。 

ただし、区は、転借者の公表等が必要な場合には、応募申込書類及び転借申請書類の内容

を応募申込者及び応募者の許可なく無償で使用できるものとします。 

なお、提出書類は、理由の如何を問わず返却しません。 

（３）費用の負担 

本公募に関し必要な費用は、応募申込者及び応募者の負担とします。 
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（４）使用言語及び単位 

提出書類における言語は日本語、単位はメートル法を使用することとします。 

（５）資料の取扱い 

区が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的での使用を禁じます。 

また、この検討の目的の範囲内であっても、区の了承を得ることなく、第三者に対して、これ

を使用させ、又は内容を提示することを禁じます。 

13．転借者の選定方法 

（１）転借者の決定方法 

区では、次の２段階で審査を行います。 

第一次審査 書類審査 

第二次審査 プレゼンテーション及び現地視察・ヒアリング 

※ 第一次審査の通過は３事業者程度の予定です。 

障害者グループホーム等整備事業者選定委員会で第一次審査及び第二次審査を経た後、

都と協議して転借者を決定します。 

なお、審査の結果、転借者なしとする場合があります。 

また、転借者において事業の実施が困難となった場合には、再度審査会を開催し、改めて転

借者の選定を行う場合があります。 

（２）審査基準 

障害者グループホーム等整備事業者審査評価基準（別紙 4）の評価項目により審査を行い

ます。 

（３）審査結果の通知 

審査の結果は文書で通知します。 

（４）転借者の公表 

応募の状況、転借者として決定した事業者名及びその提案内容の概要については、江東区

公式ホームページで公表します。 

原則として、転借者以外の応募者名、応募内容等は公表しません。
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公募要項発表 

 

【公募・審査の流れ（予定）】 

 

令和５年 ９月２０日（水曜日） 

 

 

１０月５日（木曜日） 

 

 

１０月１０日（火曜日）から 

１０月１３日（金曜日）まで 

 

１０月下旬 

 

 

１０月３１日（火曜日）から 

１１月２日（木曜日）まで 

 

１１月２８日（火曜日）から 

１１月３０日（木曜日）まで 

 

１２月上旬から 

令和６年  ２月中旬まで 

 

２月中旬 

 

 

 

 

 

 

令和６年 ８月以降 

（施設整備費補助内示後） 

 

事業者説明会 

賃貸借契約の締結 

質疑受付期間 

質疑回答 

応募申込書類提出期間 

 

転借申請書類受付期間 

審査 

転借者の決定・公表 

施設整備費補助協議申請 

（東京都・江東区） 

保証金・賃借料の支払い・ 

土地の貸付け 
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事業者説明会参加申込書 

江東区牡丹三丁目都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業 

 

日時：令和５年１０月５日（木曜日）午後２時（1 時間程度） 

会場：江東区文化センター６階第５会議室（江東区東陽四丁目１１番３号 江東区役所隣） 

 

法人名  

所在地  

担当者名  職名  

電話番号  FAX 番号  

e-mail  

 

 

 

出席予定者（１法人２名まで） 

氏名  職名  

氏名  職名  

 

＊ 電子メール（word ファイル）により、令和５年１０月４日（水曜日）正午までに提出してくだ

さい。 

  なお、この事業者説明会への参加は、応募申込への前提条件となります。 

＊ 必ず電話にて到達確認をしてください。 

＊ 説明会には公募要項（別紙含む）及び様式をお持ちください。 

江東区 障害福祉部 障害者施策課 施設整備担当 宛 

e-mail：seibitan@city.koto.lg.jp 

電話：03－3647－9716（直通） 

※ メール送信後、必ず受信確認の電話をしてください。 

mailto:seibitan@city.koto.lg.jp
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質問票 

江東区牡丹三丁目都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業 

 

法 人 名  

所 在 地  

担 当 者  

連 絡 先 

TEL  FAX  

e-mail  

 

※ 質問事項１件ごとに記入してください。 

質 問 事 項 

（公募要項  ページ  行目） 

 

内 容 

 

＊ 必ず電話にて到達確認をしてください。 

＊ 受付期間：令和５年１０月１０日(火曜日)～１３日(金曜日)午後５時まで 

江東区 障害福祉部 障害者施策課 施設整備担当 宛 

e-mail：seibitan@city.koto.lg.jp 

電話：03－3647－9716（直通） 

※ メール送信後、必ず受信確認の電話をしてください。 

mailto:seibitan@city.koto.lg.jp
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№ 提　出　書　類 様式 確認欄

応募申込書類・添付資料一覧 本書式

1 応募申込書 様式１

2 担当者連絡先 様式２

3 法人定款（最新のもの）

4
法人登記事項証明書
（全部事項証明、応募申込前３か月以内に発行されたもの）

5 法人代表者の印鑑証明書（応募申込前３か月以内に発行されたもの）

6 法人の沿革・概要（パンフレット可） 様式３

7 事業所一覧 様式４

8 理事会役員名簿 様式５

9 代表者の経歴書

10 法人運営に関する基本的な考え方・理念 様式６

11
現在、実施している全ての施設に関する資料（特色及び事業概要等、パン
フレット可）

12 既存運営施設の指導検査結果、改善報告書（過去３か年）

13 既存運営施設の第三者評価「改善すべき事項」（過去３か年）

14
決算書（令和２年度から令和４年度）
※貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書、財産目録を提出す
ること。

15
納税証明書（令和２年度から令和４年度）
※法人税、消費税、法人地方税・事業税について提出すること。

16 宣誓書 参考様式１

応募申込書類・添付資料一覧
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提　出　書　類 様式 確認欄

転借申請書・添付資料一覧 本書式

Ⅰ

1 都有地等転借申請書 様式７

Ⅱ

2
事業計画概要
・別紙、他計画の事業概要（様式自由、他に計画がある場合）

様式８

3 施設長予定者の経歴書及び資格証（写）

4 事業参入理由書 様式９

5 障害者グループホーム等の整備運営に関する提案内容（法人に関する項目） 様式１０-１

6 障害者グループホーム等の整備運営に関する提案内容（事業運営に関する項目） 様式１０-２

7 障害者グループホーム等の整備運営に関する提案内容（整備に関する項目） 様式１０-３

8 事業費・資金調達内訳等一覧表 様式１１

9 初期総投資額の積算根拠 様式１２

10 収支見込シミュレーション 様式１３

11 収支見込シミュレーション・積算根拠（収入） 様式１４-１

12 収支見込シミュレーション・積算根拠（人件費） 様式１４-２

13 収支見込シミュレーションの算定根拠（居住費等） 様式１４-３

14 事務費及び事業費の算出根拠 様式１５

15 施設運営費補助企画書 参考様式2

16 職員配置計画書 様式１６-１

17 ローテーション表 様式１６-２

Ⅲ

18 建設設計図面上での考え方について 様式１７

19 建物配置図 Ａ３版

20 各階平面図 Ａ３版

21 立面図 Ａ３版

22 室別面積表（事業別・階層別・共用面積算出表） 様式１８

Ⅳ

23 開設までのスケジュール 様式１９

24 工事見積書

25 初度備品見積書

26 事業費内訳・按分表 様式２０

27 借入金償還計画等一覧表 様式２１

28 建築・消防所管部署との相談経緯報告書 様式２２

Ⅴ

29
預金残高証明書（「事業費・資金調達内訳等一覧表」の自己資金が確認できる口
座分、令和5年８月末現在）
・別紙、預金残高一覧表（複数口座の場合）

Ⅵ

30 寄附者一覧 様式２３

31 贈与契約書（写） 参考様式3

32 寄附者の印鑑証明書

33
寄附者の預金残高証明書（寄付予定額が確認できる口座分、令和5年８月末現在）
・別紙、預金残高一覧表（複数口座の場合）

Ⅶ

34 既存運営施設の職員離職率及び改善策（過去３か年） 様式２４

35
既存運営施設の運営推進会議の実施状況・研修参加状況（過去３か年）
 ※運営実績がない場合は、研修計画を提出

任意様式

寄附者に関する書類

その他

№

都有地等転借申請書・添付資料一覧

転借申請書

事業計画

図面等

詳細計画

預金残高証明書
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ファイル作成要領

※法人名は副本には記入しないこと。

○
○

会

＜インデックスの添付方法＞

○

○

・
・

・

・
・

提
出

資

料
一

覧

①
転

借

申
請

書

②
事

業

計
画

概

要

③
・

・

・
・

副本９部については、ファイルの表紙を含めて法人が特定できる以
下の記載部分が見えない様に消してご提出ください。
①法人名　②代表者名　③法人代表者印
④法人のロゴマーク　⑤施設シリーズ名
⑥地名が入っている施設名　⑦グループ名
⑧グループロゴマーク

（福）○○会

都

有

地

活

用

に

よ

る

地

域

の

福

祉

イ

ン

フ

ラ

整

備

事

業

応

募

申

込

書

ｏ

ｒ

転

借

申

請

書

（

江

東

区

牡

丹

三

丁

目

）

都有地活用による

地域の福祉インフラ整備事業
応募申込書or転借申請書
（江東区牡丹三丁目）

　ファイル（Ａ４・縦型・左綴じ）で綴り、表紙
及び背表紙にタイトル・法人名を記入し、各書類番号を
記載したインデックスをつけた中表紙を必ず挟むこと。

（福）

中表紙に書類番号と書類
名を記載したインデック
スを貼付のこと。
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地積測量図 
別紙１ 
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別紙２ 解体竣工図 
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別紙３ 
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審査方法 評価項目 評価基準

(1)応募理由や整備及び事業運営の抱負・考え方

(2)理念・ビジョン、基本方針

(3)中・長期計画及び年度単位計画

(4)第三者による評価の結果公表、情報公開等

(5)苦情解決、利用者からの意見や要望への取り組み

(6)職員の人材確保に資する対策

(7)法人の人材育成計画、研修計画

(8)職員の福利厚生・健康管理の取り組み

(1)利用者を尊重したサービスの提供

(2)個別支援計画に基づく適切な支援

(3)利用者の意向把握、サービス向上への取り組み

(4)医療的ケア実施体制

(5)感染予防・拡大防止対策

(6)家族と職員・利用者の関わり

(7)利用者の安全確保のための取り組み

(8)防犯・防災対策の取り組み

(9)衛生管理

(10)虐待の対策

(11)利用者の個人情報保護に関する対策

(12)地域との交流

(13)関係機関との連携

(14)職員体制

(15)開設準備計画

(1)安全に配慮した設計、整備計画

(2)利用者に適した居住環境の提供

(3)スケジュールの実現性

(4)環境に配慮した設計

(5)近隣住民への配慮

(6)自由提案

(1)財政的基盤の安定性

(2)経営状況

(3)サービスの継続・収支の安定性

(4)施設運営費補助金額の提案内容

(5)既存施設の運営状況

障害者グループホーム等整備事業者審査評価基準（第一次審査）

書　類　審　査

１　法人に関する項目

２　事業運営に関する項目

３　整備計画に関する項目

４　財務に関する項目

別紙 4 



 

 

審査方法 評価項目 評価基準

(1)応募理由や整備及び事業運営の抱負・考え方

(2)理念・ビジョン、基本方針

(1)職員の執務環境

(2)業務の効率化

(3)個別支援計画に基づく適切な支援

(4)快適な施設生活の提供

(5)利用者サービス等の適切な記録

(6)職員間の情報共有の取り組み

(7)医療的ケアの実施体制

(8)虐待の対策

(9)地域との交流

(10)関係機関との連携

(11)苦情解決への仕組み

(12)施設の維持管理

(13)利用者の安全確保のための取り組み

(14)防犯・防災対策の取り組み

(15)衛生管理

(16)利用者のプライバシーへの配慮等

障害者グループホーム等整備事業者審査評価基準（第二次審査）

プレゼンテーション
・

現　地　調　査

１　法人に関する項目

２　事業運営に関する項目

 

 

 

 



 

 


